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1成21年 12月 15日に改正農地法が
施行され、農地の権利|を相続等によ
て取得したとき

―
は、農地のある市町村

の農1業委員会‐にその旨の1届1出|をしな
ければならないことに|なりま.した!
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農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者

鯰相続 (遺産分割・包括遺贈を含む)
鶉法人の合併0分割
黎時効

こ希望により、地元で農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理に
ついての相談に応するなどのお手伝いをします。

届出をしなかつたり、

虚偽の届出をした場合には、

罰則の規定があります!



農地法第3条 の3第 1項の規定による届出書

○○市 農業委員会会長 殿

平成 22年  4月   5日

住所 ○○市○○町○丁日○○番○号

氏名 水口 広行   印

住所 ○○市○○町○丁目○○各○号

氏名 水口 に太   印

農地法第3条の3第 1項の下記農地姜申■実関む匡について、和続により所右推を取得したので、

規定により届け出ます。

記

1 権 利 を取 得 した者 の氏名 等

2 届出に係る土地の所在等

権利を取得 した 日

平成 22年  4月   1日

権利を取得 した事由

水口太郎の死七に伴 う相続により水得

取得した権利の種類及び内容
所有権 (水I17広行、水口に人がオキ介1/2ずつネ得)
兄在、市内在住の規類にオJ用権を設定 しており、引き続 き耕作 して も

農業委員会によるあつせん等の希望の有無
オJ用権を設定 し、耕作 されているので晨業委 員会のあっせんを希望 し

らう予定です。

ません。 ///

氏  名 住  所

水口 広行 ○○市○OWTO丁 目○○番○号

水口 良太 ○○市○OuTO丁 目○○番○号

所在 地番

地   日

面積 (耐) ilm考
登記簿 現 況

OO市OO町た字
O0321各

ロ ロ 3,000
登記諄上の老義人は
水口太郎

OO市00町夫字
O0543番

畑 畑 1,000 同上
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1 本文には権利を取得した事由及び権利の種類を記載してください。               5 記の4の 「権利を取得した事由Jに は、相続 (遺産分割及び包括遺贈を含む)、 法人の合併 ・分割、時効等の権利を
2 届出者の氏名 (法人にあってはその代表者の氏名)の 記載を自署する場合においては、押印    取得した事由の別を記載してください。
を省略することができます。                                  6 記の5の 「取得した権利の種類及び内容Jに は、取得した権利が所有権の場合は、現在の耕作の状況、使用収益権の

3 法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名を    設定 (見込み)の 有無等を記載し、取得した権利が所有権以外の場合は、現在の耕作の状況、賃借料、契約期間等を記
それぞれ記載してください。                                  載してください。

4 記の2の 「届出に係る土地の所在等Jの 備考欄には、登記簿 上の所有名義人と現在の所有者   7 記の6の 「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」には、権利を取得した農地又は採草放牧地について、第二者
が異なるときに登記簿上の所有者をpE載してください。                      への所有権の移転又は賃借権の設定等の農業委員会によるあっせん等を希望するかどうかを記載してください。

農地法第3条 の3第 1項の規定による届出書

○○市 農業委員会会長 殿

平成 23年  6月  15日

住所 ○○市○○口TO丁 目OO番 ○号

氏名 水口 広行   印

ド記農地姜癒■実関→Eについて、遣え分割により所有権を取得したので、農地法第3条の3第 1項の

規定により届け出ます。

1 権利を取得 した者の氏名等

氏  名 住  所

水口 広行 ○○市○○町○丁目○○香○号

2 届 出 に係 る土 地 の所在 等

権利を取得した日

「`成 22年 4月  1日

権利を取得した事由

ミ産分=1の協議が6月 1日に成立 したことによリネ得

取得した権利の種類及び内容
所有権
7月 いっばいて、 rF内在住の親類に設定 していた利用権の期限が均ね

農業委員会によるあつせん等の希望の有無
上記の規類は、オ1用権の設定期限が切れた後、耕作する意向がありません。 また、
サラリーマンをしており、自ら耕作できませんので晨業委員会のあっせんを希望し

ます。
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l・l在 ・地 番

地   目

面積 (ぽ) 備 考

登記簿 現 況

OO市OO町夫字
00321番

ロ ロ 3,000

OOttOO町夫字
O0543各

畑 加 1,000


